
転入者への自治会長連絡先の提供について 
 

早島町では、町に転入してきた方に対して、戸籍係の窓口で自治会・町内会への加入を呼び

かけるお知らせを配布しています。この度新たに、自治会の加入方法が分からない転入者に対

して、自治会代表者の連絡先をお知らせする案内を追加したいと考えています。 

ついては、転入者から町へ自治会代表者の連絡先照会があった際に、転入者へ自治会・町内

会長の連絡先を提供することの可否について、あらかじめ意向をお伺い致しますので、最下部

の回答欄にご記入の上、ご提出くださいますようお願い致します。   企画課（482-0612） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡の流れ】 

 

 

    ①専用フォームから町へ問い合わせ 

 

  ③連絡先提供 OK の自治会町内会の場合、 

      町から転入者へ会長の連絡先を通知する 

 

 

 

 

 

 

  

転入者への連絡先提供について、下記のとおり申し出ます。    令和 7 年  月  日 

自治会・町内会名  
転入者への 

連絡先提供可否 
可 ・ 否 

会長氏名  提供電話番号  

 

 
自治会に加入したいけど 
誰に聞いたらいいんだろう 

②転入者の住所から 

該当の自治会を確認 

④自治会・町内会長へ 
 転入者本人から連絡 

⑤加入方法等のご案内 

転入者 

自治会長 

町 

転入者に対して自治会長連絡先を提供してよいか
下記により回答ください。可の場合は、転入者か
らの問い合わせがあれば町から連絡先を提供させ
ていただきます（都度の確認は行いません）。 

【転入者へのお知らせ】（案） 

切り取り 

転入者の情報
入力内容 
 
・世帯主氏名 
（フリガナ） 
・住所 
・連絡先 
・居住開始 
予定年月日 

 

資料No.２ 

～中略～ 


